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裁 l夬

審査請求人
大阪市西成区

同代理人

痼F

社援 第１ ６ ６ ５･号

処　 分っ 庁一
大阪市西成区保健福､祉センター所長、

審 査請 求人 が、平成1j9 年 ９ 月２ ５ 日 付け で提 起 し た生活 保護 法 に
基 づ ぐ保護変 更決定処分に係る審査請求について 、`次 のとお り裁 決 す
る。　　　　　　　　･'I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜‘

主 文

１　 処分庁が、平成１９年７月２６日付けで行った保護変更決定処
分を取り消す。　　　　　　　　　　　 ∧　　　　　　　　　　　、

２　 残余の請求についTては、 こ れを棄 却 す る。

理

第 １　審 査 縢 求 の 趣旨 及 び理由

由
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■　 - - ･ 丶

（ ３ ）　 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ ２ 日 付･け で 、 処 分 庁 が 審 査 庁 に 提 出 し

た 弁 明 書 （ 以 下 「 弁 明 書 」 と い う 。） に は 、「 平 成 １ ６ 年 ９ 月

厂　 。１ β 日 生 活 保 護 澗 始 時 に 身1体 障 害=肴手 帳 （ 身 体 障 害Ｉ 種Ｉ

級 ）＼の コピ ー を 受 け と っ て い た･も の の 障 害 者 加 算 が さ＼れ て い

な か っ た 。 最 低 生 活 費 の 遡 及 変 更 は 発 見 月 及 び そ の 前 月 分 ま

で と さ れ て お り 、２ か 月 を 超 えて 遡 及 す る 期 間 の 最 低 生 活 費

＝　を 追 加 支 給 す る こ と＼は 、生 活 保 護 の 扶 助 費 を 生 活 困 窮 に 直 接
丁I　　　　■　　　I　　　　　　　　　I　　　　　　　　　・

J･的 に 対 処 す る 給 付 と し て 考 え る 限 り 妥 当 で な い と さ れ て い

るJ 」 と の 記 載 が あ る･こ と 。　　 ニ ヘ　 。`　　。‘　　　 プ

（ ４ ）　 弁 明 書 と 同 時 に 提 出 さ れ た 関 係 書 類 の う 釟 請 求 人 に 係 る

ｰ:.一一.一一:-一一.-一一...一
保! 護:､開.ji台.卓･-､諳.婁. 政 呈 し､ に亅廴

ご
■ め 健 康 状 態 の 瀾 亅こイ 身 羃I 晨 」．

厂　　 と の ＼記 載 が あ り 、＼ ま た 平 成 ’12 年1 」 月 ｙ9 日 ダ 付 の 身 体 障

宍　　　　　7 が い 者 手 帳 （ 身 体 障 害 Ｉ 稙｜ 級 ） の 写 し が 添 付 布 れ て い た こ

と ．　　　 ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ー　　　　　　　 ノ

２　 判　 断

（１） 障害者加算については、「生活保護法による葆護の基準」（昭
●　
・　　　　Ｉ　　。 ●

和３８年４月１日蓼生省告示第１５８号。以下「保護の基準」
という。）別表第１第｡2章 一4j障害`者加算と､して;、身体障･害者
障害程度等級､表の１級若しくは２級に該当する障害の｡ある者
について√大阪市ほか１級地においては、２ ６，、８５０円の加
算額（月額）が定められている。

（２） また、障害者加算について、「生活保護法に｡よる保護の実施
卜要領についで」（昭和３８年４月亅 日社発第２ ４･･６号厚生省社
会局長通､知「以下「局長通知」という。」）第７の２の（２）エ
障害者加算（ア）において、「障害の･程度の卦定は、卜原則として
身体障害者手帳、国民年金証書、特別児章扶養手当証､書文昧福
祉手当認定通知書により行うこと」と定められ七いる･。
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